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市制施行５０周年を記念し、本市の
名誉市民である宮崎駿氏（スタジ
オジブリ）に描いていただいた市
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※　世帯数および人口は、住民基本台帳によるものであり、
外国人住民の方を含みます。（　）内は前月比

世帯数 ５９,３９３ （１９増） 男 ５９,３４０ （３６増）
人　口 １１９,９５５ （６２増） 女 ６０,６１５ （２６増）
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　男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの
意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ
れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す
ることができ、かつ、共に責任を担うべき社会」（男女共同参画社会基本
法第２条）のことで、男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍
できる社会を通じて、仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希

望に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現できる、一人ひと
りの豊かな人生をめざしています。
　市でも、男女共同参画社会の実現をめざして、さまざまな取り組みを行
っており、その取り組みの一部を紹介します。
 企画政策課男女共同参画室（☎０４２−３８７−９８５３）問

　人権と多様性が尊重される社会づくりに向
け、生涯を通じた男女平等意識の醸成と男女共
同参画の学びへの支援や、男女の健康支援、困
難を抱えるさまざまな人への支援を進めます。
　「市配偶者暴力対策基本計画」に対応したＤＶ
の未然防止と被害者の保護・自立に向けた支援
の一体的な推進を図るとともに、ストーカーや
セクシュアル・ハラスメント、虐待等を含めた
男女共同参画社会の実現を阻む暴力を根絶する
ための取り組みに努めます。

人権が尊重され、
多様性を認め合う社会をつくる

基本目標Ⅰ

　男女がともに、仕事、家庭生活、地域活動等、
あらゆる分野に参画し、自分らしい生き方に対
して主体的な選択を可能にする生活環境をつく
ります。
　「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律」に定められた市町村女性活躍推進計画
を取り込み、職業生活における女性の活躍支
援、男性中心の労働慣行の変革に向けた意識改
革、仕事と家庭の両立を支える保育や介護サー
ビス基盤の充実に取り組みます。

ワーク・ライフ・バランスの
実現した暮らしをめざす

基本目標Ⅱ

　市民と行政が強力なパートナーシップのも
と、それぞれの立場で男女共同参画を理解し、
責任を共有することで、総合的・計画的に男女
共同参画を推進します。
　また、市特定事業主
行動計画に基づき、市
内事業所のモデルとな
るよう、庁内の男女共
同参画を推進します。

男女共同参画を積極的に推進する

基本目標Ⅲ
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　市では、平成１１年の男女共同参画社会基本法制定以前から、男女共同参
画社会の実現に向けた動きが生まれており、昭和５９年に婦人行動計画を策
定して以来、時代に合わせ行動計画を更新し、男女共同参画施策を推進し
てきました。
　平成２９年３月に策定した第５次男女共同参画行動計画では、第４次同計

画の「人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする　男女共同参画の
実現をめざして」を引き続きの基本理念として定め、本市がめざすべき男
女共同参画社会「男女が互いにその人権を尊重し、認め合い支え合いなが
ら、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができ、また、一人ひと
りが輝いて生きることができる社会」の実現に向けて取り組んでいきます。

男男女女共共同同参参画画特特集集男男女女共共同同参参画画特特集集男男女女共共同同参参画画特特集集

第５次男女共同参画行動計画
人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする　男女共同参画の実現をめざして
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